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９月２４日に第２回環境整備の日を実施します 
 

第２回環境整備の日は、去年まで９月の第１日曜日に実施していましたが、近年は夏の暑

さが長期化していますので令和５年度は、９月２４日（日）に全員参加で実施します。 
 
⚫ 実施日時 ：令和５年９月２４日（日） 

      ９時 ～ １０時３０分 （後片付けを含む。） 

⚫ 事前作業 ：９月１１日(月)～１４日(木)に業者による草刈り実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫  今回も、第１回環境整備の日と同様に、住民の皆さんの負担軽減を目的に、緑地を

中心に２８ヶ所の草刈りを外部業者に委託します。業者による草刈り予定地２８カ所

は、９月２４日（日）第２回環境整備の日時点で草刈りは完了していますので、該当

範囲の作業せずに、その他の駐車場や、公園などでの作業をお願いします。 
 

⚫ 実施要領 

 実施方法の詳細につきましては、９月１０日発行の、広報９３８号にて案内させて

いただきます。 

⚫ 作業範囲 

作業範囲は、令和５年６月４日（日）に実施された第１回環境整備の日の反省を元

に各班の担当区域が変更になっています。作業範囲の詳細も次号の広報９３８号に

て案内させていただきます。 

⚫ 注意事項 

➢ ツツジやサツキの剪定は花芽が付き始めていますので剪定を行わないでください。 
➢ バス通りと歩道の境界エリアについては、危険ですので絶対に作業を行わないでく

ださい。この区域は、狭山市で定期的に清掃を行っています。 
 

➢ 当日、発熱（３７．５℃以上）・咳・喉の違和感・倦怠感等があった場合は参加しな

いようお願します。参加の際は、狭山市の基準に沿って各自の判断でマスク着用を

お願いします。また、作業の際は、隣の人との間隔を１ｍ以上あけて会話の際はマ

スク着用をお勧めします。作業中、暑くて辛いと感じた方は無理をせず、班長に申

し出て作業を終了して下さい。 

➢ 駐車場周辺も作業を行いますので、あらかじめ作業の邪魔にならない程度に車の移

動をお願いします。 

➢ 共同作業を優先し、専用庭の作業は共同作業の前か後にお願いします。 

➢ 緑の委員会が作業した剪定作業後の廃棄物が置いてあるかもしれませんが片づけ

をお願いします。 

➢ 剪定した枝は１ｍ以内に切り、ひもで縛って出して下さい。 

➢ ゴミ袋や紐が足りない場合は、担当役員が持参していますので申し出て下さい。 

➢ 中高層棟の階段清掃の際は、火災報知器の周辺に水が掛からない様に注意願います。 

➢ ＮＴＴインターネット集合ボックスと照明器具の水洗いは厳禁です。 

➢ 空缶、空瓶、燃やさないゴミ等がある場合は、収集し管理棟北のシルバー作業場入

口まで持って来て、フェンス内に置いて下さい。 

➢ 蜂から防護するため作業服はなるべく白色を着用願います。 

➢ 蜂の巣（スズメ蜂・足長蜂）を発見したら、危険ですので管理組合窓口に通報くだ

さい。 
 

９月１０日に第２回班長会議＆第４回地区委員会合

同会議を実施します  
 
第２回環境整備の日の実施手順を説明しますので地区委員・班長は必ず出席してください。 

場所：管理組合事務所 第三集会所 

１街区 ：１０時～ 

２・３街区 ：１３時３０分～ 

４街区 ：１５時～ 

広報つつじ野 
（昭和５６年５月１日、創刊） 

つつじ野団地管理組合 

Tel.2953-7876 

Fax.2952-1499 

令和５年８月２５日 

第９３７号 当管理組合は組合員全員による自主管理で運営しています 

第３回大規模修繕工事（２０２３－２０２５）を成功させよう！ 
 

主な掲載内容 

➊９月２４日に第２回環境整備の日を実施します ❷９月１０日に第２回班長会

議＆第４回地区委員会合同会議を実施します ❸９月１日から第３回大規模修繕

工事が始まります ➍７月度不法駐車・ゴミ違反を公表します ❺夜中や朝の生活

音にご注意ください       ＜添付物＞ ①地区委員ニュース第１００号 



  ＜９３７＞ 

９月１日から第３回大規模修繕工事が始まります 
   
 ９月１日から第３回大規模修繕工事が１街区か

ら始まります。 

タマゴ公園とセイムス裏の公園に、工事関係者の

事務所、トイレ資材置き場などがプレハブにて建設

されます。 

工事終了まで、タマゴ公園とセイムス裏の公園地

域は、工事関係者以外立ち入り禁止になります。 

住民の皆様のご協力をお願いします。 

 

 なお、 

詳細はつつじ野団地第３回大規模修繕工事の手引
きを参照してください。 

 

 
  

７月度不法駐車・ゴミ違反を公表します 
  
◇７月度の不法駐車車両は２１台、バイクは０台という結果でした。 

◇不法駐車悪質車両 

過去３ヶ月５回以上不法駐車車両はありませんでした。 

◇７月度のゴミ違反数は２６件確認されました。回収後に出されたゴミ違反は２件です。 

◇ゴミ集積所の点検は、地区委員（環境保全担当）の方がゴミ回収時の状況（回収日でな

いゴミ、回収後に出しているゴミ）を確認し、注意喚起を実施しています。 

 

夜中や朝の生活音にご注意ください 
 

生活していればいろいろな音が出るのは当然

ですが、夜間・早朝は特に気をつけるようお願い

します。昼間は全く気にならない音が、夜はかな

り響きます。隣近所ということで、我慢している

方もいます。 
 
夜中（２３時以降）や朝（６時以前）に洗濯

機や掃除機の音が響く、テレビ等の音がうるさ

い等のクレームがたびたび管理組合に届きま

す。 

自分の家は大丈夫かどうか、一度振り返ってみ

てください。 

ちょっとした気配りが円満な近隣づきあいの秘訣

です。 

 

理事会の議題 
 
●第７回理事会（８／１９）：７月度会計報告 他 
 

理事会の予定議題 
 
第８回理事会（９／２）：中間業務報告の作成／第２回理事研修会次第について 他 
 

月 日付 会議・行事 日付 
ゴミの収集 

(火、金はもやすゴミ) 

８月 ２７日(日) 第４回緑の委員会 
２８日(月) 古紙・古布 

３１日(木) プラスチック 

９月 

２日(土) 第８回理事会 
４日(月) びん・缶・乾電池 

７日(木) プラスチック 
  ３日(日) 第２回自主防災会幹事会 

１０日(日) 
第２回班長会＆ 

第４回地区委員会合同会議 
 

“ささえ愛つつじ野”からのお知らせ   お問合せ・お申込  090-4360-1233  

☆生活支援活動・サロン活動は開始しています。 

☆絵手紙サークル  ：９月１２日・２６日（火曜日）１０時から 

☆手芸カフェ    ：毎週（金曜日）１３時３０分から   

☆脳トレ麻雀    ：毎週 月・水・土  

☆いきいき卓球サークル ：毎週 水・土  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当団地では、専有部分を民泊、シェアハウス、ウィークリーマンション、

独身寮等の用途に供することは規約で禁止されています。 

規約を遵守し皆で住み良い団地を目指しましょう。 
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